
９ 周産期医療
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 周産期医療の医療連携体制
　

 

分

娩

の

リ

ス

ク

時 間 の 流

地域周産期母子医療センター

●正常分娩に対応
■妊婦健診等を含めた分娩前後の診療
■地域周産期母子医療センター及びそれに準ずる施設など他の医療機関との連携により、リスクの低い帝王切開術の対応

【求められる医療機能】

母体・新生児搬送

■常時の母体及び新生児搬送受入体制を有する
■合併症妊娠、妊娠高血圧症候群、切迫早産、胎児異常等の母体又は児におけるリスクの高
い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療
■周産期医療システムの中核として地域の各周産期医療施設との連携
■周産期医療情報センター

【求められる医療機能】

■周産期に係る比較的高度な医療行為
■地域内の協力医療機関や産科医療機関などの院外の妊婦・新生
児を積極的に受け入れるとともに、症状に応じて適切な医療機関
に紹介・搬送

【求められる医療機能】

■母体・胎児集中治療
室（ＮＩＣＵ）（１２
■後方病床（ＧＣＵ）
■ＭＦＩＣＵ及びＮＩ
師・看護師・助産師等
■周産期医療情報セン

【医療機関に求めら

協力医療機関

新生児搬送

■比較的軽度な異常を伴う妊婦・新
生児又は周産期母子医療センターか
ら回復した妊婦、新生児を受け入れ
る

【求められる医療機能】

■産科及び小児科（新生児診療を担
■産科には、緊急帝王切開術等高度
■新生児病室を有し、必要な設備を
■産科及び小児科において、それぞ

【医療機関に求められる事項】

■新生児病室を有し、必要な設備を備える新生児集中治療管理
室(ＮＩＣＵ)を有する
■産科には、緊急帝王切開術等高度な医療を提供することので
きる施設及び設備

【医療機関に求められる事項】

地域周産期医療

一般産科

総合周産期医療

母体・新生児搬送

母体・新生児搬送

総合周産期母子医療セ

セミオープンシステム等による連携

  

- 176 -



れ

■産科に必要とされる検査、診断、治療の実施
■正常分娩を安全に実施
■他の医療機関との連携により、合併症や、帝王切開術その他の手術に適切に対応
■妊産婦のメンタルヘルスに対応

【医療機関に求められる事項】

■周産期医療施設等と連携し、人工呼吸器の管理が必要な児や、気管切
開等のある児の受入
■児の急変時に備え、救急対応可能な病院等との連携
■医療、保健及び福祉サービス（レスパイトを含む）の調整
■重症心身障害児施設等の自宅以外の場においても、障害児の適切な療
養・療育を支援
■家族に対する精神的なサポート等の支援

【医療機関に求められる事項】

■周産期医療施設を退院した障害児等が生活の場（施設を含む）で療
養・療育できる体制を提供
■在宅において療養・療育を行っている児の家族に対する支援

【目標】

管理室（ＭＦIＣＵ）（６床以上） ■新生児集中治療管理
床以上）

■ドクターカー ■検査機能
ＣＵの２４時間診療体制を適切に確保するために必要な医

ター機能

れる事項】

特定指定病院

■産科病床を有しないが、新生児の救急医療に必要な診療
科及び病床を有する

【医療機関に求められる事項】

当するもの）を有する
な医療を提供することの出来る施設及び設備
備える新生児集中治療管理室(ＮＩＣＵ)を有する
れ２４時間体制を確保するために必要な職員

【求められる医療機能】

■比較的軽度の救急医療を必要とする新生児を受け入れる

医療機関

療養・療育支援

ンター
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注１ 群馬県産婦人科医会調べ

９ 周産期医療

【現状と課題】

（１） 概況

ア 分娩件数

① 分娩件数（出産（出生及び死産）をした母の数）を平成14年と平成24年で比

較すると20.7％減少しており、全国状況（▲10.7％）より減少幅が大きくなっ

ています。

分娩件数

区 分 平成14年 平成19年 平成24年 推移（H14→H24）

群馬県（件） 19,090 17,037 15,132 ▲3,958(▲20.7%)

全 国（件） 1,177,562 1,106,288 1,051,359 ▲126,203(▲10.7%)

〔資料〕厚生労働省「人口動態調査」

② 平成24年に県内の医療機関が分娩を取扱った件数
注１
は16,290件であり、里帰

りや近県からの妊産婦を多く受け入れていることが考えられます。

イ 出生年齢の推移

① 全出生中、母の年齢が35歳以上の割合は、全出生数が減少する中でも増加し

続けており、平成14年と平成24年を比較すると２倍になっています。

全出生数に対する母の年齢が35歳以上の出生数の割合及び出生数

区 分 平成14年 平成19年 平成24年 推移（H14→H24）

群馬県 12.0% 18.2% 25.2% ＋13.2ﾎﾟｲﾝﾄ
(2,255人) (3,057人) (3,757人) (＋1,502人)

全 国 12.8% 19.4% 25.9% ＋13.1ﾎﾟｲﾝﾄ
(147,646人) (211,730人) (268,471人) (＋120,825人)

〔資料〕厚生労働省「人口動態調査」

② 母体の高齢化等により母体合併症妊娠が増えており、周産期母子医療センター

を中心に管理を行っています。

ウ 複産の割合

① 全分娩件数のうち複産の割合は、平成19年に増加しましたが、平成24年には

減少に転じています。

- 178 -



全分娩件数に対する複産の割合及び件数

区 分 平成14年 平成19年 平成24年 推移（H14→H24）

群馬県 1.16% 1.44% 1.11% ▲0.05ﾎﾟｲﾝﾄ
(222件) (245件) (168件) (▲54件)

全 国 1.10% 1.14% 1.00% ▲0.10ﾎﾟｲﾝﾄ
(12,957件) (12,619件) (10,505件) (▲2,452件)

〔資料〕厚生労働省「人口動態調査」

② 平成19年における複産の割合の増加要因は、不妊治療によるものが大きいと

考えられますが、その後の減少については、医学的安全の見地から、平成20年

４月に（公社）日本産科婦人科学会が「生殖補助医療における多胎妊娠防止に

関する見解」を示し、「生殖補助医療の胚移植において、移植する胚は原則と

して単一とする」としたことによる影響もあると考えられます。

エ 周産期死亡率

① 周産期死亡率（出産千対）は、昭和55年に19.3、平成7年には7.4と減少傾向

にありますが、平成16年に7.2（全国5.0）で全国ワースト１位となり、その後

も平成20年を除き、全国を上回っています。

周産期死亡率（出産千対）

区 分 平成14年 平成16年 平成20年 平成24年 推移（H14→H24）

群馬県 6.5 7.2 4.2 4.8 ▲1.7

全 国 5.5 5.0 4.3 4.0 ▲1.5

〔資料〕厚生労働省「人口動態調査」

② 総合周産期母子医療センターの協力の下、周産期死亡に関する検証を継続的

に行うとともに、新生児蘇生法講習会の開催など、早期新生児死亡率の減少へ

の取組が求められています。

オ 低出生体重児

低出生体重児（2,500グラム未満）のうち小児科管理が必要とされる児

（2,000グラム未満）及びＮＩＣＵ入院が必要な極低出生体重児（1,500グラム未

満）の出生数及び全出生数に対する割合は、平成４年から10年間で増加しました。

しかし、最近10年間では、これらの出生数は減少しましたが、割合は横ばいとなっ

ています。
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注１ 厚生労働省「『健やか親子21』」最終評価報告書（平成25年）」

注２ 群馬県保健予防課調べ（「飛び込み出産」の受入状況）

注３ 群馬県「保健医療に関する意識調査（平成25年度）」

本県の2,500ｇ未満、2,000ｇ未満及び1,500ｇ未満の出生数（全出生数に対する割合）

区 分 平成4年 平成14年 平成24年 推移（H4→H24）

2,500ｇ未満 1,159 1,749 1,459 ＋300
(5.9%) (9.3%) (9.8%) (＋3.9ﾎﾟｲﾝﾄ)

2,000ｇ未満 281 376 304 ＋23
(1.4%) (2.0%) (2.0%) (＋0.6ﾎﾟｲﾝﾄ)

1,500ｇ未満 108 146 127 ＋19
(0.5%) (0.8%) (0.9%) (＋0.4ﾎﾟｲﾝﾄ)

〔資料〕厚生労働省「人口動態調査」

カ ハイリスク妊産婦

① 産後うつ病の疑いのある者の割合（全国調査）注１は、平成17年度に12.8％で

したが、平成25年度には9.0%に改善しています。

② 妊婦健診を未受診のまま出産に至るいわゆる「未受診妊婦」は、それまで

の妊娠経過が分からず、母体合併症を伴っていたり、様々な問題を抱えて

いることも考えられます。県内では、平成22年に17件、平成23年に19件、

平成24年に15件と一定数存在しており、医療機関では対応に苦慮していま

す注２。

キ 県民が不足していると感じる治療分野

不足していると感じる治療分野についての県民に対するアンケートでは、全体

で30.7％が「産科」と回答しています。特に20代女性と30代男性の半数以上が不

足感を感じています。注３
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注１ 群馬県「医療施設機能調査（平成25年度）」

注２ 厚生労働省「人口動態調査（平成24年度）」

注３ 厚生労働省「周産期医療体制に係る調査（平成25年度）」

注４ 群馬県保健予防課調べ（診療報酬加算に該当する病床数）

不足していると感じる治療分野に産科と回答した県民の割合（男女別）

〔資料〕群馬県「保健医療に関する意識調査（平成25年度）」

（２） 周産期医療提供体制

ア 周産期医療提供体制の整備・充実

① 平成26年４月現在で県内の分娩取扱施設は41施設（助産所２施設を含む。）

であり、平成19年の50施設から９施設減少しています。また、分娩を取扱う常

勤産婦人科医が２名以下の施設は、39施設中23施設（59.0%）となっています。注１

② 施設内分娩は、診療所と病院がそれぞれ約半数ずつ（助産所は約0.2%）を担っ

ています。注２産科医療機関のうち、民間医療機関と公的医療機関の別では、民

間医療機関が約75％を担っています。注３

③ 周産期に係る医療資源を充実し、高度な医療を適切に提供する体制を整備す

るため、本県では総合周産期母子医療センターを１か所指定、地域周産期母子

医療センターを７か所認定しています。

④ 新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）の病床数注４は、平成19年度は30床でした

が、平成26年度には42床と増加しています。その結果、ハイリスク新生児の受

入不可能日がほぼ０日にまで解消されました。

県内のＮＩＣＵが満床であることを主な理由とする県外への母体搬送数は平

21.4
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注１ 群馬県周産期医療情報センター調査

成20年度は２例ありましたが、平成24年度はありませんでした。注１

本県の周産期母子医療センター等のハイリスク新生児受入不可能日数※

区 分 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 推移（H18→H24）

1,000g未満 55日 82日 92日 ３日 ▲52日

1,000g～
35日 38日 57日 ０日 ▲35日

1,500g未満

〔資料〕群馬県周産期医療情報センター調査

※ 周産期医療情報システム上、受入不可能となっているが、実際には医療機関
間で調整の上、受け入れるよう努めている。

⑤ 県内の母体・胎児集中治療管理室（ＭＦＩＣＵ）は群馬県立小児医療センタ

ーに６床ありますが、産婦人科医の確保が難しいため体制が整わず、診療報酬

の総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準を満たせない状況にあります。

⑥ 総合周産期母子医療センターに指定している群馬県立小児医療センターは小

児科専門病院であることから、母体の内科・外科的治療を要する周産期管理や

母体救急診療の対象疾患は限られているため、地域周産期母子医療センターと

連携を図りながら対応しています。

イ 周産期に係る医療従事者の確保

① 県内の医師数は増加していますが、主たる診療科を産科又は産婦人科とする

医師（以下「産婦人科医」という。）数は、平成14年には181人であったのに

対し、平成24年には156人に減少しています。

県内の産婦人科医の状況

区 分 平成14年 平成24年 推 移（H14→H24）

県内医師数 （人） 3,875 4,281 ＋406(＋10.5%)

うち産婦人科医師数 （人） 181 156 ▲ 25(▲13.8%)

うち病院勤務医師数（人） 89 87 ▲ 2(▲ 2.2%)

〔資料〕厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」

また、出生数との関係で見ると、出生数の減少により、県内産婦人科医１人

当たりの出生取扱い件数は減少しています。
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注１ 群馬県保健予防課調べ

本県の産婦人科医※１人当たりの出生取扱い件数

平成14年 平成20年 平成24年 推 移（H14→H24）

区 分 うち うち うち うち
病院 病院 病院 病院

県内 18,763 8,457 17,044 8,130 14,914 7,496 ▲3,849 ▲961
出生数

産婦人科医 103.6 95.0 101.5 95.6 95.6 86.1 ▲8.0 ▲8.9
1人当たり

〔資料〕厚生労働省「人口動態調査」

※主たる診療科が産科又は産婦人科の医師（分娩を取扱わない産婦人科医も含む）

② 周産期医療の現場では２４時間体制の勤務が求められるなど厳しい労働環境

にあります。分娩を取扱う施設の平成25年の常勤産婦人科医は107人で、その

うち当直が可能な医師は98人です。
注１

③ また、近年、産婦人科医を志す女性の割合が増えており、女性医師が結婚・

妊娠・出産を経ながら継続して働いていけるような環境整備が求められていま

す。

年度別 群馬大学産科婦人科教室入会者男女比

〔資料〕群馬大学産科婦人科教室調べ

④ 平成14年から24年までの間に、小児科を主たる診療科とする医師数とそのう

ち病院に勤務する医師数は、やや増加しています。
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※1998年、2004年、2005年は入会者なし
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注１ 群馬県「医療施設機能調査」

県内の小児科医の状況

区 分 平成14年 平成24年 推 移（H14→H24）

県内小児科医師数 （人） 268 284 ＋16(＋6.0%)

うち病院勤務医師数（人） 134 144 ＋10(＋7.5%)

〔資料〕厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」

⑤ 周産期母子医療センター等（総合又は地域周産期母子医療センター、協力医

療機関）の小児科常勤医で、当直が可能な医師数は平成20年には70人であった

のに対し、平成25年には67人に減少しています。注１

小児科医の常時配置ができず新生児特定集中治療室管理料の施設基準を満た

せない地域周産期母子医療センターもあります。

周産期医療に携わる小児科医の不足解消のため、産婦人科医と同様、労働環

境の改善が求められています。

⑥ 平成14年から24年までの間に、助産師数及び病院勤務の助産師数はいずれも

増加しています。

本県の助産師数及び病院勤務の助産師数

区 分 平成14年 平成24年 推 移（H14→H24）

県内助産師数（人） 312 464 ＋152(＋48.7%)

うち病院勤務（人） 191 293 ＋102(＋53.4%)

〔資料〕厚生労働省「衛生行政報告例」

ウ 療養・療育支援の体制

① ＮＩＣＵ等に長期入院している小児が、望ましい療育・療養環境へ円滑に移

行できるよう、平成24年度から群馬県立小児医療センターにＮＩＣＵ入院児支

援コーディネーターを配置しています。

② ＮＩＣＵ等に長期入院していた小児の在宅での療養を支える家族の負担軽減

を図るため、一時的に小児を受け入れる体制を確保する必要があります。

本県では、平成23年度から群馬県立小児医療センターにおいて「在宅医

療未熟児等一時受入事業」（いわゆるレスパイト事業）を開始しました。

今後、利用の促進を図るとともに、実施医療機関の拡充が求められていま

す。
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【求められる医療機能】

（１）周産期医療体制に求められる医療機能

個々の医療機能を有する医療機関の相互の連携により、対応する周産期医療に

係るリスクに応じた医療を提供することが求められています。

また、周産期医療関連施設を退院した障害児等が生活の場で療養・療育できる

体制の確保に取り組むことが求められています。

ア 正常分娩等を扱う機能

① 目標

・ ローリスク症例の分娩（帝王切開術を含む）や妊婦健診等を含めた分娩前

後の診療を安全に実施すること

・ ハイリスク分娩や急変時には地域周産期母子医療センター等へ迅速に搬送

すること

② 医療機関に求められる事項

・ 産科に必要とされる検査、診断及び治療が実施可能であること

・ 正常分娩を安全に実施可能であること

・ 他の医療機関との連携により、合併症や帝王切開術その他の手術に適切に

対応できること

・ 妊産婦のメンタルヘルスに対応可能であること

イ 周産期に係る比較的軽度の救急医療を必要とする新生児を受け入れることがで

きる機能【特定指定病院】

① 目標

・ 比較的軽度の救急医療を必要とする新生児を受け入れること

② 医療機関に求められる事項

診 療 機 能 ■ 比較的軽度の救急医療を必要とする新生児を受け入れる
こと

確保が望ましい医療従事者

小 児 科 ■ 救急医療を必要とする新生児を受け入れる体制を有する
ために必要な小児科医及び看護師等が勤務していること

ウ 比較的軽度な異常を伴う妊婦・新生児又は周産期母子医療センターから回復し

た妊婦・新生児を受け入れることができる機能【協力医療機関】

① 目標

・ 異常のある妊娠・分娩・新生児の治療管理を行うこと

・ 比較的軽度な異常を伴う妊婦・新生児又は周産期母子医療センターから回

復した妊婦・新生児を受け入れること
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② 医療機関に求められる事項

診 療 機 能 ■ 異常のある妊娠・分娩・新生児の治療管理を行うこと
■ 周産期母子医療センターの適切な運営をサポートするた
め、比較的軽度な異常を伴う妊婦・新生児又は周産期母子
医療センターから回復した妊婦・新生児を受け入れること

確保が望ましい医療従事者

小 児 科 ■ 小児科（新生児医療を担当するもの）については、２４
時間体制を確保するために必要な職員が勤務していること

産 科 ■ 産科を有する場合は、帝王切開術が必要な場合に迅速に
手術への対応が可能となるような医師及びその他各種職員
が勤務していること

新 生 児 病 室 ■ 各医療機関において設定した水準の新生児医療を提供す
るために必要な看護師が適当数勤務していること

エ 周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができる機能【地域周産期母子

医療センター】

① 目標

・ 周産期医療に係る比較的高度な医療行為を実施すること

・ ２４時間体制での周産期救急医療（緊急帝王切開術、その他の緊急手術を

含む）に対応すること

② 医療機関に求められる事項

診 療 機 能 ■ 産科及び小児科（新生児医療を担当するもの）等を備え
ること

■ 周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができる
こと

■ 地域内の協力医療機関や産科医療機関などの院外の妊婦・
新生児を積極的に受け入れるとともに、症状に応じて適切
な医療機関に患者（妊婦・新生児）の紹介・搬送を行うこ
と

設 備 等 ■ 産科
緊急帝王切開術等の実施に必要な医療機器、分娩監視装

置、超音波診断装置（カラードップラー機能有）、微量輸
液装置等

■ ＮＩＣＵ
新生児用呼吸循環監視装置、新生児用人工換気装置、保

育器等
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確 小 児 科 ■ 新生児医療を担当するものについては、２４時間体制を
保 確保するために必要な職員が勤務していること
が
望 産 科 ■ 帝王切開術が必要な場合に迅速（おおむね30分以内）に
ま 手術への対応が可能となるような医師（麻酔科医を含む）
し 及びその他の各種職員が勤務していること
い
医 新生児病室 ■ ２４時間体制で病院内に小児科を担当する医師が勤務し
療 ていること
従 ■ 各地域周産期母子医療センターにおいて設定した水準の
事 新生児医療を提供するために必要な看護師が適当数勤務し
者 ていること

■ 臨床心理士等の臨床心理技術者を配置すること（院内兼
務でも可）

連 携 機 能 ■ 総合周産期母子医療センターからの戻り搬送の受入れ、

オープンシステム・セミオープンシステム等の活用、合同

症例検討会等の開催等により、総合周産期母子医療センター

その他の地域周産期医療関連施設等との連携を図ること

オ 母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療等の

周産期医療を行うことができる機能【総合周産期母子医療センター】

① 目標

・ 合併症妊娠、胎児・新生児異常等母体又は児におけるリスクの高い妊娠に

対する医療及び高度な新生児医療等の周産期医療を行うこと

・ 必要に応じて当該施設の関係診療科又は他の施設と連携し、産科合併症以

外の合併症を有する母体に対応すること

・ 周産期医療体制の中核として地域周産期医療関連施設等との連携を図るこ

と

② 医療機関に求められる事項

診 療 機 能 ■ ＭＦＩＣＵを含む産科病棟及びＮＩＣＵを含む新生児病
棟を備えること

■ 常時の母体及び新生児搬送受入体制を有すること
■ 合併症妊娠（重症妊娠高血圧症候群、切迫早産等）、胎
児・新生児異常（超低出生体重児、先天異常児等）等母体
又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療、高度な新
生児医療等の周産期医療を行うことができること

■ 関係診療科又は他の施設と連携し、産科合併症以外の合
併症（脳血管疾患、心疾患、敗血症、外傷等）を有する母
体に対応することができること

■ 地域周産期医療関連施設等からの救急搬送を受け入れる
など、周産期医療体制の中核として地域周産期母子医療セ
ンターその他の地域周産期医療関連施設等との連携を図る
こと
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設 備 等 ■ ＭＦＩＣＵ
分娩監視装置、呼吸循環監視装置、超音波診断装置（カ

ラードップラー機能有）等
■ ＮＩＣＵ

新生児用呼吸循環監視装置、新生児用人工換気装置、超
音波診断装置（カラードップラー機能有）、新生児搬送用
保育器等

■ 新生児と家族の愛着形成を支援するための設備
ＮＩＣＵ、ＧＣＵ等への入室面会、母乳保育を行うため

の設備、家族宿泊施設等
■ ドクターカー
■ 検査機能

血液一般検査、血液凝固系検査、生化学一般検査、血液
ガス検査、輸血用検査、エックス線検査、超音波診断装置
（カラードップラー機能有）による検査及び分娩監視装置
による連続的な監視

ＭＦＩＣＵ ６床以上
病
床 Ｎ Ｉ Ｃ Ｕ 12床以上
数

Ｇ Ｃ Ｕ ＮＩＣＵの２倍以上の病床数を有することが望ましい

ＭＦＩＣＵ ■ ２４時間体制で産科を担当する複数（病床数が６床以下
であって別途オンコールによる対応ができる医師が確保さ
れている場合は１人）の医師が勤務していること

確 ■ 常時３床に１人の助産師又は看護師が勤務していること
保
す Ｎ Ｉ Ｃ Ｕ ■ ２４時間体制で新生児医療を担当する医師が勤務してい
べ ること
き ■ 常時３床に１人の看護師が勤務していること
医 ■ 臨床心理士等の臨床心理技術者を配置すること（院内兼
療 務でも可）
従
事 Ｇ Ｃ Ｕ ■ 常時６床に１人の看護師が勤務していること
者

そ の 他 ■ 麻酔科医を配置すること（院内兼務でも可）
■ ＮＩＣＵ入院児支援コーディネーターを配置することが
望ましい

連 携 機 能 ■ オープンシステム・セミオープンシステム等の活用、救
急搬送の受入れ、合同症例検討会の開催等により、地域周
産期母子医療センターその他の地域周産期医療関連施設等
との連携を図る

カ 周産期医療の円滑な推進を支援する機能【県及び総合周産期母子医療センター】

① 目標

・ 病床の空床状況等の情報を収集し、関係者に提供できること

・ 母体及び新生児の搬送に関して、受入先の確保が困難な場合に調整する機
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能を有すること

・ 周産期医療関連施設等の医療従事者等が必要な専門的・基礎的知識及び技

術を習得できること

② 医療機関等に求められる事項

・ 県が総合周産期母子医療センターに周産期医療情報センターを設置し、周

産期医療情報システムを運用するとともに、周産期医療に係る情報を収集し、

周産期医療関連施設等へ提供すること

・ 母体及び新生児の搬送の際に受入医療施設の確保が困難な場合、総合周産

期母子医療センターの医師が調整を図り、受入医療施設の選定、確認及び回

答を行うこと

・ 県は周産期医療関連施設等の医療従事者等に対し、総合周産期母子医療セ

ンター等と連携を図り、到達目標を定め、研修を行うこと

キ 周産期医療関連施設を退院した障害児等が生活の場（施設を含む）で療養・療

育できるよう支援する機能【療養・療育支援】

① 目標

・ 周産期医療関連施設を退院した障害児等が生活の場（施設を含む）で療養・

療育できるよう、地域の保健福祉関係機関と連携を図り、体制を整備するこ

と

・ 在宅で療養・療育を行っている児の家族に対する支援を実施すること

② 医療機関等に求められる事項

・ 周産期医療関連施設等と連携し、人工呼吸器の管理が必要な児や気管切開

等のある児の受入れが可能であること

・ 児の急変時に備え、救急対応可能な病院等との連携が図れていること

・ 訪問看護ステーション、薬局、福祉サービス事業者及び自治体等との連携

により、医療、保健及び福祉サービス（レスパイトを含む）を調整し、適切

に療養・療育できる体制を提供すること

・ 周産期母子医療センター等の周産期医療関連施設等と連携し、療養・療育

が必要な児の情報（診療情報や治療計画等）を共有していること

・ 医療型障害児入所施設等の自宅以外の場においても、障害児の適切な療養・

療育を支援すること

・ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること

（２） 医療機関の掲載基準

以下の基準に合致し、掲載の同意を得た医療機関

■ 群馬県周産期医療機関指定・認定基準に基づき指定・認定されていること

・ 総合周産期母子医療センター

・ 地域周産期母子医療センター

・ 協力医療機関

・ 特定指定病院
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■ ローリスク症例の分娩を扱っていること

・ 分娩取扱医療機関

【対策】

（１） 周産期医療提供体制の整備・充実

ア 周産期医療情報システムの運営により、ＮＩＣＵ病床や産科病床の空床状況や

重症例の受入れ可能状況等の情報を周産期医療関連施設に提供し、ハイリスクな

母体や新生児を円滑に搬送できる体制を整備します。

イ 本県と栃木県の県域を越えた母体及び新生児の搬送については、両県におけ

る連携マニュアルを作成し、患者の容態安定後の円滑な逆搬送を実施します。

ウ 周産期医療関連施設と市町村等の連携体制を構築するとともに、産後うつ病の

疑いのある褥婦や未受診妊婦等、特に支援を必要とする妊産婦に対し、支援を行

います。

また、未受診妊婦に関して救急要請のある場合は、原則として地域周産期母子

医療センターで受け入れられるよう、周産期医療関連施設及び各消防本部と連携

して対応します。

エ 総合周産期母子医療センターの協力の下、母体・新生児の搬送状況や周産期死

亡等、周産期医療に関する現状を把握・分析し、県の周産期医療対策に反映させ

ます。

オ 早期新生児死亡の減少を図る一方策として、周産期医療関連施設の医療従事者

等に対する新生児蘇生法講習会を周産期母子医療センターと連携して、引き続き

開催します。また、周産期医療に関する課題を検証し、新たな知識や技術が必要

となった際には必要な研修会を実施します。

（２） 周産期に係る医療従事者の確保

ア 医師確保修学研修資金貸与や産科医等確保支援、群馬県医師会保育サポーター

バンク等の取組により、産婦人科医師や小児科医師確保対策を引き続き実施しま

す。さらに、群馬県地域医療支援センターが実施する若手医師のキャリア形成支

援において、周産期医療に従事する医師の専門医取得や県内への定着を支援しま

す。

イ 産婦人科医の不足が深刻な中、妊産婦への地域医療が安全・安心に提供できる

よう、総合周産期母子医療センターの機能と医療人材の集中化を含む、中・長期

的な地域医療のあり方について、大学、医療機関、県・市町村が一体となって検

討します。

（３） 療養・療育支援の体制

ア ＮＩＣＵ等に長期入院していた小児を退院後、必要なときに一時的に受け入れ

る「在宅医療未熟児等一時受入事業」の実施医療機関の拡充を図ります。
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イ ＮＩＣＵ等を退院した小児のフォローアップが、周産期母子医療センターやか

かりつけ医、市町村、保健福祉事務所等との協力の下に行えるよう、体制整備に

努めます。

【目標】

現 状 目 標
№ 項 目

数値 年次 数値 年次

１ 分娩を取扱う施設の常勤産婦人科医師 107人 H25 増加 H29
数

２ 周産期母子医療センター等の当直可能 67人 H25 増加 H29
な常勤小児科医師数

３ 分娩取扱医療機関数（助産所を含む） 41か所 H25 41か所 H29

４ ＮＩＣＵ病床数（診療報酬加算） 42床 H25 42床 H29

５ 在宅医療未熟児等一時受入事業 １か所 H25 ２か所 H29
(レスパイト事業)実施医療機関数

１・３ 群馬県保健予防課調べ

２ 群馬県「医療施設機能調査（平成25年度）」

４・５ 群馬県保健予防課調べ
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（余白）
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